
税

税問合
先　

税
務
課

大
阪
国
税
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
税
務
署
の
内
部
事
務

セ
ン
タ
ー
化
に
つ
い
て
〜

　

税
務
署
に
お
け
る
内
部
事
務（
＊
）

の
効
率
化
・
高
度
化
を
図
る
と
と
も

に
、
納
税
者
利
便
の
向
上
や
外
部
事

務
（
調
査
・
徴
収
事
務
）
の
充
実
・

高
度
化
を
目
指
し
、
一
部
の
税
務
署

を
対
象
に
、
複
数
の
税
務
署
の
内
部

事
務
を
専
担
部
署（
業
務
セ
ン
タ
ー
）

で
集
約
処
理
す
る
「
大
阪
国
税
局
業

務
セ
ン
タ
ー
室
」（
セ
ン
タ
ー
）
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

（
＊
）
… 

申
告
書
の
入
力
処
理
、
申

市
・
府
民
税 
第
２
期
分
の

納
期
限
は
９
月
２
日
㈪
で
す

問
合
先　

税
務
課

告
内
容
に
つ
い
て
の
照
会
文
書
の
発

送
な
ど
の
事
務

セ
ン
タ
ー
名
称　

大
阪
国
税
局
業
務

セ
ン
タ
ー
大
手
前
分
室

郵
送
先　

７
月
10
日
㈬
開
設
予
定

※
郵
送
先
住
所
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
７
月
１
日
㈪
以
降
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

対
象
署　

西
税
務
署
、
港
税
務
署
、

住
吉
税
務
署
、
東
住
吉
税
務
署
、
西

成
税
務
署
、
東
税
務
署
、
南
税
務
署
、

岸
和
田
税
務
署
、
泉
大
津
税
務
署
、

泉
佐
野
税
務
署
、
富
田
林
税
務
署

注
意
事
項

【
セ
ン
タ
ー
へ
の
申
告
書
・
申
請
書

な
ど
の
提
出
】

　

右
記
の
税
務
署
に
、
申
告
書
・
申

請
書
な
ど
を
提
出
す
る
場
合
は
、
次

の
と
お
り
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

●e-Tax

（
デ
ー
タ
）
に
よ
り
提
出

す
る
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
、
所
轄

税
務
署
へ
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

●
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
セ

ン
タ
ー
へ
直
接
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
書
面
の
申
告
書
・
申
請
書
な
ど
の

書
類
を
、
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
持
ち
込

む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
所
轄
税
務

署
の
窓
口
お
よ
び
時
間
外
収
受
箱
へ

提
出
も
可
能
で
す
が
、
セ
ン
タ
ー
へ

の
郵
送
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

【
セ
ン
タ
ー
か
ら
納
税
者
・
税
理
士

の
み
な
さ
ん
へ
の
問
合
せ
】

　

セ
ン
タ
ー
で
は
、
納
税
者
や
税
理
士

の
み
な
さ
ん
に
対
し
、
内
部
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
電
話
や
文
書
に
よ

り
問
合
せ
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
セ
ン
タ
ー
か
ら
送
付
す
る
文
書
に

よ
っ
て
、
行
政
指
導
の
責
任
者
が
国

税
局
長
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
従
来
ど
お
り
所
轄
税
務
署
で
行
う

も
の
】

●
納
税
証
明
書
の
交
付
…
納
税
証
明

書
を
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封

筒
に
「
納
税
証
明
書
交
付
請
求
書
在

中
」
と
明
記
の
上
、
所
轄
税
務
署
へ

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
納
税
証
明

書
の
取
得
は
、
便
利
な
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
請
求
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。）

●
現
金
に
よ
る
国
税
の
納
付
…
自

宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
納
付
可
能
な

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
も
利
用
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
面
接
に
よ
る
相
談
な
ど
の
窓
口
対

応
…
面
接
に
よ
る
相
談
を
希
望
す
る

場
合
は
、
所
轄
税
務
署
に
相
談
日
時

を
予
約
の
上
、来
署
し
て
く
だ
さ
い
。

（
電
話
に
よ
る
税
務
相
談
は
、
ま
ず

は
国
税
局
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
〔
所

轄
税
務
署
へ
電
話
し
、
音
声
案
内
に

従
い
「
１
」
を
選
択
〕
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。）

※
以
上
の
取
組
は
、
納
税
者
の
み
な

さ
ん
の
所
轄
税
務
署
を
変
更
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

泉
南
府
税
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

個
人
事
業
税
の
納
税
通
知
書
と
第

１
・
２
期
分
の
納
付
書
を
送
付
し
ま

す
。
各
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

※
年
間
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合

は
、第
１
期
分
の
納
付
書
の
み
で
す
。

●
第
１
期
分
納
期
限
…
９
月
２
日
㈪

●
第
２
期
分
納
期
限
…
12
月
２
日
㈪

納
付
場
所
・
方
法　

●
府
税
事
務
所

●
府
内
の
各
郵
便
局

●
府
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理

金
融
機
関
も
し
く
は
収
納
代
理
金
融

機
関

●
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ

Ｋ
設
置
店

●
「
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
eL-

Ｑ
Ｒ
）」
に
対
応
し
た
金
融
機
関

●
「
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
eL-

Ｑ
Ｒ
）」に
対
応
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ

●「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト（https://

w
w
w
.paym

ent.eltax.lta.go.
jp/

）」
を
利
用
し
た
納
付

※
「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」
を
利

用
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、

ペ
イ
ジ
ー
納
付（
Ａ
Ｔ
Ｍ
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
）が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
納
期
限
日
に
指
定
口
座
か
ら

自
動
引
き
落
と
し
さ
れ
る
口
座
振
替

制
度
も
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

泉
南
府
税
事
務
所
（
☎

４
３
９
・
３
６
０
１
）

※
府
税
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
覧
く

だ
さ
い
。（「
府
税
あ
ら
か
る
と
」
で

検
索
）
納
税
が
困
難
な
場
合
は
納
税

の
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

広　

告
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税 ほか

て
、
各
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
課

税
期
間
と
み
な
し
て
仮
決
算
を
行

い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
消

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
に
よ
り

中
間
申
告
・
納
付
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
計
算
に
よ
り
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
た
場
合
で
も
還
付
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
た
場
合
は
、
中
間
申
告
税

額
は
「
０
」
に
な
り
ま
す
。）
ま
た
、

仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
書
は
、
提

出
期
限
〔
９
月
２
日
㈪
〕
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

（
☎
４
６
２・
３
４
７
１
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
中
間
申
告
と
納
付
〜

　

個
人
事
業
者
で
、
令
和
５
年
分
の

確
定
消
費
税
額
（
地
方
消
費
税
額
は

含
み
ま
せ
ん
）
が
48
万
円
を
超
え
る

人
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

中
間
申
告
と
納
付
が
必
要
で
す
。
中

間
申
告
の
方
法
は
、「
前
年
実
績
に
よ

る
中
間
申
告
」
と
「
仮
決
算
に
基
づ

く
中
間
申
告
」
の
２
つ
の
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申
告
】

　

令
和
５
年
分
の
確
定
消
費
税
額
に

応
じ
て
、
下
の
表
に
よ
り
算
出
し
た

中
間
納
付
税
額
を
記
載
し
た
「
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
中
間
申
告

書
」
お
よ
び
「
納
付
書
」
を
所
轄
の

税
務
署
か
ら
送
付
し
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
税
務
署
に
中

間
申
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
５
年
分
の
確
定
消
費

税
額
が
４
０
０
万
円
超
と
な
る
場
合

の
中
間
納
付
税
額
な
ど
に
つ
い
て

は
、
税
務
署
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

【
仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告
】

　

当
期
の
業
績
が
悪
化
し
て
い
る
よ

う
な
場
合
な
ど
に
は
、「
前
年
実
績

に
よ
る
中
間
申
告
」
の
方
法
に
代
え

令和5年分の
確定消費税額

中間申告・
納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限

48万円超
400万円以下 年1回

令和5年分の確
定消費税額の
12分の6の消費
税額とその78
分の22の地方
消費税額

9月2日㈪

振替納税利用の場
合の振替日（＊）
9月30日㈪

（＊）…新たに振替納税を利用するには納付期限〔9月2
日㈪〕までに、「口座振替依頼書」の提出が必要です。

武隆の夏の冒険
問合先　自治振興課

　以前、武隆の冬について紹介しましたが、夏が来ると中
国重慶の武隆は避暑地として知られています。壮大な自然
景観で有名でありながら、豊富なアウトドア活動もあり、
多くの観光客を惹きつけています。日本の観光客にとって、
武隆の文化と自然体験は独
特です。冒険好きでも家族
連れでも、ここで自分だけ
の楽しみを見つけることが
できます。

【アウトドアアドベンチャー】
　夏の武隆では、芙蓉江ラフティングが最も人気のあるプログラムです。急流や激流が心臓をドキドキさせ、涼
しい川の水が暑さを一瞬で和らげます。ラフティングは刺激と楽しさに満ちており、友だちや家族旅行にぴった
りです。チャレンジが好きな旅行者にとっては、武隆のアウトドアロッククライミングも大きな魅力です。天生
三橋景区や仙女山にはいくつかのクライミングポイントがあり、難易度も様々で、異なるレベルのクライマーに
適しています。プロのインストラクターの指導の下、安全にクライミングの楽しさを体験し、自然を征服する達
成感を味わうことができます。
【武隆土

と

家
か

族料理文化】
　武隆には壮大な自然景観だけでなく、豊かな土家族文化もあります。観光客は土家族の伝統的な村を訪れ、独
特の建築様式や民俗風情を学ぶことができます。地元の村では、本物の土家族の歌舞演奏を観賞したり、腊肉（ラ
ーロォ）などの土家族料理を味わったりして、濃厚な民族風情を体験できます。土家族の人々は一緒に座って、
一つの食卓を共にするのが好きです。この合餐文化は、あたたかい家庭の雰囲気を表しているだけでなく、人々
の交流も深めます。土家族の伝統的な祭りでは、豊富な伝統料理を準備し、祝いや祈りを示します。

　武隆土家族の食文化は、その独特な地域特性を表すだけでなく、土家族の人々の生活
を愛し、勤勉で賢明な美徳も反映しています。これらの美食を通じて、舌先で楽しむだ
けでなく、民族情緒も感じることができます。

（中国語で「こんにちは」）（中国語で「こんにちは」）
ニイハオ！ニイハオ！你好！你好！

国際交流員 国際交流員 趙 鑑趙 鑑 通信 通信国際交流員 趙 鑑 通信

（中国語で「こんにちは」）

ちょう 　かん

ニイハオ！你好！

今月の中国語
冒険（マァ シァン）：冒険
土家族（テゥ ジャ ゾゥ）：とかぞく
腊肉（ラーロォ）：燻製肉

　

▶
国
際
交
流
員
の

　

趙
鑑 ◀

土
家
族
食
卓

◀
土
家
族
村

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
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